
申告期限
　3月15日（金）まで
受付時間（各会場の受付日は日程表をご確認ください）
　各市民活動センター
　　午前9時～正午、午後1時30分～4時
　総合会館4階多目的ホール
　　午前9時～午後3時
※�申告期間中は、課税課窓口で申告受付を行っておりま
せん。
市・県民税申告書
　令和5年度市・県民税の申告をされた人に、令和6年度
分市・県民税申告書を発送しました。添付書類を添えて
3月15日（金）までにご提出ください。
　なお、申告会場の混雑緩和のため、できる限り郵送に
よる提出をお願いします。同封の「申告の手引き」に印刷
されている封筒（切手不要）をご利用ください。
※�令和5年中に所得がなかった人は申告書裏面の「16所得
がなかった方の記入欄」に記入してください。
※�申告が必要な人で届かない場合はご連絡ください（申告
関係の書類は課税課や受付会場となる各市民活動セン
ターで配布しています）。

市・県民税申告が必要な人
　令和6年1月1日現在、市内に住んでいて、次のいずれ
かに該当する人
・�所得税の確定申告が不要で、給与所得や公的年金等に
係る所得以外の所得がある人
・�所得税の確定申告が不要で、市・県民税のみ各種控除
を追加で申告する人
・�勤務先から東松山市役所に給与支払報告書が提出され
ない人(不明な人は勤務先にご確認ください)
注意事項
　所得税の確定申告も受け付けますが、青色申告、損失
申告、住宅ローン控除（初年度）、分離課税の所得（公共事
業による土地等の譲渡を含む）などは市役所で受けられま
せんので税務署の確定申告会場(市民文化センター)で申
告してください。
休日の市・県民税申告受付
　3月3日（日）に限り、総合会館4階多目的ホールで市・
県民税申告を受け付けます。
収入がない旨の申告が必要な人
　令和5年1月1日から令和5年12月31日までに収入がな
い人、収入が非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付
など)のみの人、国民健康保険又は後期高齢者医療制度に
加入していて収入がない人で、どなたの扶養にも入って
いない場合は収入がない旨の申告が必要です。

申告会場への来場を検討している人
へ
　確定申告会場の入場には、当日配
付又は国税庁LINE公式アカウントか
ら事前に取得した入場整理券が必要
です。

　国税庁ＬＩＮＥ
　公式アカウント

所得税・贈与税の確定申告期限
　3月15日（金）まで
個人消費税の確定申告期限
　4月1日（月）まで
確定申告会場
　市民文化センター
　�2月16日～3月15日（金）（土・日曜
日、祝日を除く）午前9時～午後4
時
※�午後4時前であっても、混雑状況
により相談受付を終了する場合が
あります。

※�開設期間中は、東松山税務署では、
申告相談(検算含む)及びID・パス
ワードの発行を行っておりません。
※�市民文化センターに作成済申告書
の提出コーナーはありません。持
参される人は、東松山税務署へ提
出してください。
※�2月15日（木）以前は、東松山税務
署で還付の申告相談を受け付けま
す（贈与税の申告相談は2月1日
（木）から）。
※�スマートフォンをお持ちの人は、
確定申告会場において基本的にス
マートフォンを利用して申告書を
作成します。
※�マイナンバーカードをお持ちの人
は、必ず持参してください。
※�できる限りパソコン・スマートフォ
ンによるご自宅からの申告(e-Tax)
をお願いします。

　確定申告書等
　作成コーナー

国税相談専用ダイヤルが開設されま
した
　国税に関するご質問やご相談は、
国税相談専用ダイヤルをぜひご利用
ください。
☎0570-00-5901(受付時間は平日8
時30分～午後5時)
　音声案内が流れますので、ご質問、
ご相談内容に応じて番号を選択して
ください。
⓪�確定申告に関するご質問、ご相談
　(確定申告期のみ設置されます)
①所得税に関するご質問、ご相談
②�源泉徴収・年末調整・支払調書に
関するご質問、ご相談
③�譲渡所得・相続税・贈与税・財産
評価に関するご質問、ご相談
④法人税に関するご質問、ご相談
⑤消費税に関するご質問、ご相談
⑥その他ご質問、ご相談

年金受給者の申告不要制度
　公的年金等の収入金額の合計が
400万円以下で、かつ、公的年金等
に係る雑所得以外の所得金額が20万
円以下の場合は、所得税の確定申告
が必要ありません。
　ただし、次の場合には確定申告又
は市・県民税申告が必要です。
(確定申告が必要な場合)
・所得税の還付を受ける場合
・�確定申告書の提出が要件となって
いる控除(純損失や雑損失の繰越
控除など)を受ける場合
・�外国の制度に基づき国外において
支払われる年金等で、源泉徴収の
対象とならない公的年金等を受給
している場合
(市・県民税申告が必要な場合)
・�給与所得や公的年金等に係る所得
以外の所得がある場合
・�生命保険料控除、医療費控除など
を市・県民税において受ける場合
※�確定申告を行った場合は、市・県
民税申告は不要です。

医療費控除を受ける人へ
　申告の際に「医療費控除の明細書」
の添付が必要となりますので、事前
に明細書を作成してください。また、
明細書の代わりに、健康保険組合等
が発行する医療費通知を添付するこ
とも可能です。ただし、申告までに
医療費通知が届かなかった期間があ
る場合は、領収書をもとに明細書を
作成する必要があります。
※�医療費控除を受けるために必要な
医師等が発行した証明書も添付又
は提示してください(例：おむつ
使用証明書等)。
※�記載内容を確認する場合がありま
すので、領収書は5年間ご自身で
保存する必要があります。
申告時の本人確認
　確定申告や市・県民税申告の際は、
申告者本人と扶養親族のマイナン
バー(個人番号)が必要です。また、
マイナンバーの記載により本人確認
を行うため、次の①、②のいずれか
をご用意ください。

①�マイナンバーカード(個人番号
カード)
②�通知カード又は個人番号通知書と
本人確認書類(運転免許証、パス
ポート、在留カード、障害者手帳
など)
※�扶養親族の本人確認書類の提示は
不要です。
上場株式等に係る所得の課税方式の
選択
　令和6年度から所得税と市・県民
税の課税方式を一致させることとな
り、異なる課税方式の選択はできな
くなります。
森林環境税（国税）
　令和6年度から1人あたり年額1,000
円が課税され、市・県民税と併せて市
が徴収します。

�【市・県民税の申告】
　課税課☎21-1438 23-2238
　�【所得税及び確定申告】
　東松山税務署☎22-0990
� 　(自動音声案内)

令和6年度分　市・県民税申告日程表	 	 ※指定日に来られない人は、ご都合の良い日にお越しください。

日程 対象地区（対象地区以外の人も受付できます） 会場午前9時～正午 午後1時30分～4時
2月13日（火）大谷 岡 大岡市民活動センター
14日（水）東平、沢口町 野田、殿山町 平野市民活動センター
15日（木）上野本、下青鳥 上押垂、下押垂、古凍 野本市民活動センター16日（金）今泉、柏崎 下野本

総合会館
（記入済申告書
の受領のみ）

19日（月）高坂、あずま町 早俣、正代、宮鼻、大黒部 高坂市民活動センター20日（火）毛塚、西本宿 元宿
21日（水）上唐子 石橋 唐子市民活動センター22日（木）下唐子、葛袋 神戸、新郷
26日（月）松風台 旗立台 高坂丘陵市民活動センター27日（火）田木、岩殿 桜山台、白山台

日程 対象地区（対象地区以外の人も受付できます） 会場午前9時～午後3時
2月28日 (水) 本町、神明町、箭弓町、材木町

総合会館4階多目的ホール

29日 (木)
3月1日 (金) 松葉町、日吉町、加美町、美原町�
3日 (日) 対象地区なし（混雑が予想されます）
4日 (月) 松葉町、日吉町、加美町、美原町
5日 (火) 松本町、松山、市ノ川、松山町6日 (水)
7日 (木) 小松原町、砂田町、御茶山町、六反町、六軒町、山崎町8日 (金)
11日 (月) 五領町、新宿町、美土里町、和泉町、幸町、若松町12日 (火)
13日 (水)

対象地区なし（混雑が予想されます）14日 (木)
15日 (金)

税の申告はお早めに 市
政
情
報

講
座
・
教
室
・

イ
ベ
ン
ト

募
集
・
求
人

健
康

高
齢
者
・
福
祉

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

子
育
て

図
書
館

伝
言
板

相
談

文
芸

市・県民税の申告

税務署から確定申告のお知らせ

市・県民税申告と確定申告に関する留意事項
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Information
くらしの情報

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

https://page.line.me/994gqzfc
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl



